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※電子保証の場合は，保証事業会社より電子交付された認証キー（PDF形式）

★中間前金払の対象となる工事は，次の全ての要件を満たすものです。
（１）１件の請負代金額の額が５００万円以上であること。
（２）既に前払金を支出していること。
（３）工期の２分の１を経過していること。
（４）工程表により工期の２分の１を経過するまでに実施すべきものとされている当該工事に係る作業が行わ
　　れていること。
（５）既に行われた当該工事に係る作業に要する経費が請負代金額の２分の１以上の額に相当するものである
　　こと。

【中間前金払に係る事務手続きフロー図】
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認定請求書（様式第１号）及び工事履行報告書（様式第２号）を提出

審査のうえ中間前金払認定調書（様式第３号）を発行
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中間前金払認定調書（様式第３号）を添えて保証契約申込み

保証証書の発行

保証証書※を添えて工事中間前払金請求書（様式第４号）を提出

中間前払金の支払


